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参考資料２ 

 

防災気象情報に関連する主な法令等の条項 

 

１．気象業務法 

 

第二条  

１～４ （略） 

５ この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測

定をいう。 

６ この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をい

う。 

７ この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告

して行う予報をいう。 

８ （略） 

 

第十一条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測

の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆

の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道

機関（以下単に「報道機関」という。）の協力を求めて、直ちにこれを発表

し、公衆に周知させるように努めなければならない。 

 

第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつて

は、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。）、津波、高

潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなけれ

ばならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限り

でない。 

２ 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、

高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警

報をすることができる。 

３ 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事

項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させ

るように努めなければならない。 

 

第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の

起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定め

る基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、

気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をし

なければならない。 

２ 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県

知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事

が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなけ

ればならない。 



- 2 - 

３ 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 

５ 前条第三項の規定は、第一項の警報（第十五条の二第一項において「特別

警報」という。）をする場合に準用する。 

 

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第

三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をし

たときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防

庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本

電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震

動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同

様とする。 

２ 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市

町村長に通知するように努めなければならない。 

３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所

在の官公署に周知させるように努めなければならない。 

４ 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を

航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。 

５ 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を

航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。 

６ 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項

の放送をしなければならない。 

 

第十五条の二 気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津

波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直

ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関

に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合に

おいて、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。 

２ 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係

市町村長に通知しなければならない。 

３ 前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日

本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。 

４ 第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、

直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をと

らなければならない。 

５ 前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同

条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それ

ぞれ準用する。 
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２．災害対策基本法 

 

第三条 （略） 

２～３ （略） 

４ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都

道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるよう

に、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導

し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 

 

第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関か

ら災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関す

る警報をしたときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、予想さ

れる災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係指定地方行政

機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係者に対し、必要な通知

又は要請をするものとする。 

 

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の

通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令

の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたと

きは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知

に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、

住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに

対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通

知又は警告をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、

要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指

示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に

配慮しなければならない。 

 

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命

又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難

のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対

し、避難のための立退きを指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合におい

て、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急

避難場所その他の避難場所を指示することができる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のた

めの立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、

屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以

下「屋内での待避等の安全確保措置」という。）を指示することができる。 
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４ 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは

指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等

の安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告

しなければならない。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しな

ければならない。前項の規定は、この場合について準用する。 

６～８ （略） 

 

第六十一条の二 市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退

きを勧告し、若しくは指示し、又は同条第三項の規定により屋内での待避等

の安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるとき

は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対

し、当該勧告又は指示に関する事項について、助言を求めることができる。

この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行

政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするも

のとする。 

 


